
規 則

告 示

�愛媛県規則第１１号
愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

別記第１号様式の２（表）試験を必要とする項目の項中「１，１―ジクロロエチレン、シス―１，２―ジクロロエチレン」を「シス―１，

２―ジクロロエチレン及びトランス―１，２―ジクロロエチレン」に改める。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第３９８号
愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛媛県告示第７０１号）

の一部を次のように改正し、平成２１年４月１日から施行する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

口頭による開示請求をするこ

とができる個人情報の内容

口 頭 に よ る 開

示 請 求 を す る

こ と が で き る

期 間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所

口頭による開示請求をするこ

とができる個人情報の内容

口 頭 に よ る 開

示 請 求 を す る

こ と が で き る

期 間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所試 験 等 の

名称

開示する内容 試 験 等 の

名称

開示する内容

愛 媛 県 職 試 験 種 目 別 得 省略 愛 媛 県 職 試 験 種 目 別 得 省略
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�愛媛県告示第３９９号
平成２１年３月１３日県営中山間地域総合整備事業東宇和東部地区

（徳の森工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する

同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４００号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市熊田乙２２９の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

熊田乙２２９の２（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

西条市大保木字鳶寄乙８の１、乙８の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字鳶寄乙８の１・乙８の２（以上２筆について、次の図

に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

西条市丸野字水呑５３６７、５３６８、５３７１から５３７６まで、５３７８の２、

５３７９、５３８０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字水呑５３６７・５３７１・５３７８の２・５３７９（以上４筆について、

次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

員 （ 選 考

職 ） 採 用

試 験

点、合計得点、

順位並びに一定

の基準に達しな

い試験種目及び

検査種目名

員 （ 選 考

職 ） 採 用

試 験

点、合計得点及

び順位

愛 媛 県 臨

時 職 員 採

用試験

試 験 種 目 別 得

点、合計得点、

順位及び一定の

基準に達しない

試験種目名

省略 愛 媛 県 臨

時 職 員 採

用試験

試 験 種 目 別 得

点、合計得点及

び順位

省略

省略 省略

愛 媛 県 立

歯 科 技 術

専 門 学 校

入学試験

一般入学試験に

あっては科目別

得点及び総合得

点、推薦入学試

験にあっては小

論文の得点及び

総合得点

合 格 発 表 の 日

から１月間

愛媛県立歯科技

術専門学校

省略 省略

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号

２５５



イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

西条市荒川字コジキガ谷甲１１の１、甲１３の１、甲１３の２、字

笹ノウ子甲１４の１、甲１４の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字コジキガ谷甲１１の１・甲１３の１・字笹ノウ子甲１４の１

（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４０１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき区

画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� ア 免許番号 宇特区第３４８号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
魚類小割式養殖

業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市戸島地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域

基点 Ａ 宇和島市戸島赤崎標識

点 ア Ａから１２５度３２５メートルの点

イ Ａから１３５度５１０メートルの点

ウ Ａから１０６度６９０メートルの点

エ Ａから９１．５度５６０メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市戸島

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 宇特区第３４９号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
魚類小割式養殖

業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市嘉島地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれ

た区域。ただし、オカ、カキ、キク及びクオの４直線

並びにケコ、コサ、サシ及びシケの４直線によって囲

まれた区域を除く。

基点 Ａ 宇和島市嘉島中の島東南端標識

Ｂ 宇和島市嘉島中碆標識

点 ア Ａから２００度５０メートルの点

イ Ａから２００度８６０メートルの点

ウ Ｂから２００度７５０メートルの点

エ Ｂから２００度４０メートルの点

オ Ａから２００度３２０メートルの点

カ Ｂから２００度２００メートルの点

キ Ｂから２００度３００メートルの点

ク Ａから２００度４２０メートルの点

ケ Ａから２００度５７０メートルの点

コ Ｂから２００度４５０メートルの点

サ Ｂから２００度６００メートルの点

シ Ａから２００度７１０メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市戸島

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

２ 免許予定日

平成２１年８月１日

３ 申請期間

平成２１年３月２４日から平成２１年６月３０日まで

４ 存続期間

平成２１年８月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第４０２号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１０条の２０第１項の規定によ

り、県指定登録機関を次のとおり指定した。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称及び住所

社団法人愛媛県建築士会

愛媛県松山市二番町四丁目１番地５

２ 二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

愛媛県松山市二番町四丁目１番地５

３ 二級建築士等登録事務の開始の日

平成２１年４月１日

�������
�愛媛県告示第４０３号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条の３第１項の規定によ

り、指定事務所登録機関を次のとおり指定した。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報 第２０５０号平成２１年３月２４日

２５６
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１ 名称及び住所

社団法人愛媛県建築士事務所協会

愛媛県松山市二番町四丁目１番地５

２ 事務所登録等事務を行う事務所の所在地

愛媛県松山市二番町四丁目１番地５

３ 事務所登録等事務の開始の日

平成２１年４月１日

�愛媛県告示第４０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 県 道 今治丹原線

今治市神宮字御池甲１２０番１から

同市矢田字大坪甲３１６番２まで
旧 １．７～５．０ ０．７４８

今治市神宮字御池甲１２０番１から

同市矢田字大坪甲３１６番２まで
新 １４．５～６０．８ ０．７３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市神宮字御池甲１２０番１から

同市矢田字大坪甲３１６番２まで
平成２１年３月２４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 朝倉伊予桜井停車場線
今治市朝倉北甲４５８番地先から

同市朝倉北甲４１１番地先まで
平成２１年３月２４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鈍川伊予大井停車場線
今治市玉川町高野字河原京甲１０２番５から

同市玉川町中村字町谷甲１０１番３地先まで
平成２１年３月２４日

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号

２５７
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�愛媛県告示第４０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 県 道 桜井山路線

今治市郷新屋敷町三丁目４０９番地４から

今治市郷新屋敷町三丁目４０８番地２まで
旧 ７．２～８．２ ０．０３７

今治市郷新屋敷町三丁目４０９番地４から

今治市郷新屋敷町三丁目４０８番地２まで
新 １３．０～１４．０ ０．０３７

今治市郷新屋敷町三丁目４０２番地４地先から

今治市郷新屋敷町四丁目３９５番地５まで
旧 ６．０～８．０ ０．１９４

今治市郷新屋敷町三丁目４０２番地４地先から

今治市郷新屋敷町四丁目３９５番地５まで
新 １４．０～２５．４ ０．１９４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線

今治市郷新屋敷町三丁目４０９番地４から

同市郷新屋敷町三丁目４０８番地２まで
平成２１年３月２４日

今治市郷新屋敷町三丁目４０２番地４から

同市郷新屋敷町四丁目３９５番地５まで

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線

松山市横谷乙４４０番６９

旧 ８．８～１７．７ ０．０４５

新 １３．５～２６．０ ０．０４５

松山市横谷乙４４０番７１

旧 ９．７～１３．５ ０．０５７

新 １１．８～２９．４ ０．０５７

松山市横谷乙２７３番５から

同市横谷乙２８３番２まで

旧 ５．１～１１．６ ０．１１３

新 ８．９～１５．５ ０．１１３

松山市横谷乙２９７番３から

同市横谷乙２９６番５まで

旧 ６．０～９．８ ０．０５１

新 １０．３～１４．５ ０．０５１

松山市横谷乙２８７番４から

同市横谷乙２８６番５まで

旧 ６．６～８．０ ０．０９０

新 １０．６～１２．９ ０．０９０

愛 媛 県 報 第２０５０号平成２１年３月２４日

２５８
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�愛媛県告示第４１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定に

より、吉田町土地改良区の東蓮寺ダム（管理事務所、電気施設、通

信施設及びその他の附帯施設を含む。以下「ダム」という。）の管

理規程を認可したので、同条第４項の規定に基づき、当該管理規程

の概要を次のとおり公告する。

平成２１年３月２４日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 貯水、放水又は取水に関する事項

� 貯水に関する事項

ア ダムの満水位は標高３１．６メートル、最低水位は標高１２．３メ

ートルとする。

イ かんがい用水のための利用は、標高１２．３メートルから標高

３１．６メートルまでの容量のうち、９１８，９００立方メートルを利

用して行うものとする。

� 放水に関する事項

ア ダムに貯留された水は、次の各号の一に該当する場合に限

り放流するものとする。

� 水位が満水位をこえるとき。

� 堤体及びゲート等の点検整備を行う必要があるとき。

� その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

イ 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著

しい変動を生ずると認めるときは、宇和島市、宇和島警察署

及び愛媛県に通知するとともに、一般に周知させるため必要

な措置をとらなければならない。

� 取水に関する事項

ア 毎年１月１日から１２月３１日までをかんがい期間とする。

イ かんがい用水のためのダムからの取水量は、１月１日から

３月３１日までにあっては毎秒０．４９６立方メートル、４月１日

から６月３０日までにあっては毎秒０．４９６立方メートル、７月

１日から９月３０日までにあっては毎秒０．４９６立方メートル、

１０月１日から１２月３１日までにあっては毎秒０．４９６立方メート

ルを基準とする。

ウ 水田用水のためのダムからの取水は、３月１日から１０月３１

日までとし、しろかき期にあっては毎秒０．０１９立方メートル、

それ以外の普通期にあっては毎秒０．０１３立方メートルを基準

とする。

２ その他管理規程に記載されている事項

� ダムの操作、点検及び整備に関する事項

ア 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な

機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、

管理のために必要な船舶及び車両並びにこれらの操作のため

に必要な資材を常に良好な状態に保つため、その点検及び整

備を行わなければならない。

イ 取水管ゲートは次の各号の一に該当する場合に限り、これ

を操作するものとする。

� かんがい用水及び水田用水を取水する必要があるとき。

� 高畑川及び家ヶ谷川の自流水を放流する必要があるとき。

� 取水管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により必要があると認められた

とき。

ウ 放流管ゲートの操作は、常に閉塞しておくものとし、次の

各号の一に該当する場合には、これを操作するものとする。

� 高畑川及び家ヶ谷川の自流水を放流するため必要がある

とき。

� 堤体等を点検し又は補修するため、貯水位を低下させる

必要があるとき。

� 放流管ゲートの点検整備を行うとき。

� その他やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必

要があるとき。

� 緊急事態における措置に関する事項

ア 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、洪水

警戒体制をとらなければならない。

� 松山地方気象台から宇和島地方に対して暴風雨、大雨洪

水警報が発せられたとき。

� その他洪水が予想されるとき。

イ 管理者は、洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集して

それぞれ担当部署に配置し、次の各号に掲げる措置をとらな

ければならない。

� 関係の気象台、宇和島市、その他の機関との連絡並びに

気象、水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。

� 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時期

的変化を予測すること。

� ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検、

整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要

な措置をとること。

ウ 管理者は、気象庁により、愛媛県宇和島市に震度階級４以

上の地震が発表されたときは、直ちに堤体等の異常の有無を

点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置をとらなけ

ればならない。

エ 管理者は、かんがい期間において、異常渇水等によって必

要な水量を取水することが困難な場合には、南予用水土地改

�愛媛県告示第４１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 興居島循環線
松山市由良町乙２８３番６から

同市由良町乙２８２番７まで

旧 ５．０～１５．５ ０．０９４

新 １１．０～２４．０ ０．０９４

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号

２５９
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良区連合理事長に報告し、その指示を受けて適切な措置をと

らなければならない。

� その他施設の管理に関し必要な事項

ア 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期

的に観測しなければならない。

� 気象関係

天気、気温、降雨量

� 水象関係

水位、流入量、放流量、越流量、取水量、注水量

イ 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項に

ついて記録しなければならない。

� 気象、水象、滞砂状況及び堤体の調査又は観測の結果

� ダムの状況及び点検整備に関する事項

� 緊急時における措置に関する事項

� ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、

開度、及び取水量又は放流量

� その他ダムの管理に関する事項

�愛媛県告示第４１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町二名津６６１番２地先から

同町二名津１７番地先まで
旧 ３．１～１１．５ ０．１７４

西宇和郡伊方町二名津６６１番２地先から
同町二名津１７番地先まで

及 び
西宇和郡伊方町二名津６６３番２から
同町二名津１７番地先まで

新
３．１～１１．５
及び

８．９～１７．２

０．１７４
及び
０．１０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町二名津６６１番２地先から
同町二名津１７番地先まで

及 び
西宇和郡伊方町同町二名津６６３番２から
同町二名津１７番地先まで

平成２１年３月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線

八幡浜市川之内２番耕地１５番７地先から

同市川之内２番耕地１７番４地先まで
旧 ４．４～９．０ ０．０５７

八幡浜市川之内２番耕地１５番１２から

同市川之内２番耕地１７番４地先まで
新 ４．４～１４．０ ０．０５７

愛 媛 県 報 第２０５０号平成２１年３月２４日

２６０



��������������

��������������

人事委員会規則

�愛媛県告示第４１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県人事委員会規則６─１７９
職員の臨時的任用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の臨時的任用に関する規則の一部を改正する規則

職員の臨時的任用に関する規則（愛媛県人事委員会規則６─１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（臨時的任用を行うことができる場合及びその手続）

第２条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ

人事委員会の承認を得て、現に職員（臨時的に任用された職員を

除く。）でないものを臨時的に任用することができる。この場合

において、第１号及び第２号の規定により臨時的任用を行おうと

するときは、その承認があつたものとみなす。

�～� 省略

２ 任命権者は、前項第３号 の臨時的任用を行おうとす

るときは、当該任用を必要とする具体的理由、任用期間、従事さ

せようとする職の名称、その職務内容、当該職に就けようとする

者の氏名及び経歴を記載した書面（様式第１号）によつて、人事

委員会の承認を求めなければならない。

（臨時的任用を行うことができる場合及びその手続）

第２条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ

人事委員会の承認を得て、現に職員（臨時的に任用された職員を

除く。）でないものを臨時的に任用することができる。この場合

において、第１号 の規定により臨時的任用を行おうと

するときは、その承認があつたものとみなす。

�～� 省略

２ 任命権者は、前項第２号及び第３号の臨時的任用を行おうとす

るときは、当該任用を必要とする具体的理由、任用期間、従事さ

せようとする職の名称、その職務内容、当該職につけようとする

者の氏名及び経歴を記載した書面（別表第１ ）によつて、人事

委員会の承認を求めなければならない。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線
八幡浜市川之内２番耕地１５番１２から

同市川之内２番耕地１７番４地先まで
平成２１年３月２４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町河内８２０番４地先から

同町河内８２９番３地先まで
平成２１年３月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都８７９番５から

同町僧都８７９番１０まで
平成２１年３月２５日
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人事委員会告示

３ 任命権者は、第１項第１号及び第２号の臨時的任用を行つたと

きは、当該任用期間の最初の日の属する年度終了後、速やかに人

事委員会にその結果を報告するものとする。

（臨時的任用の期間の更新及びその手続）

第３条 省略

２ 任命権者は、前項の臨時的任用の期間を更新しようとするとき

は、更新しようとする期間、その具体的理由、当該職員の氏名及

び職名を記載した書面（様式第２号）によつて、人事委員会の承

認を求めなければならない。

様式第１号（第２条関係） 臨時的任用承認請求書

臨時的任用承認請求書

省略

様式第２号（第３条関係） 臨時的任用期間更新承認請求書

臨時的任用期間更新承認請求書

省略

（臨時的任用の期間の更新及びその手続）

第３条 省略

２ 任命権者は、前項の臨時的任用の期間を更新しようとするとき

は、更新しようとする期間、その具体的理由、当該職員の氏名及

び職名を記載した書面（別表第２ ）によつて、人事委員会の承

認を求めなければならない。

別表第１

臨時的任用承認請求（報告）書

省略

別表第２

臨時的任用期間更新承認請求（報告）書

省略

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会告示第１号
愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１７年４月愛媛県人事委員会告

示第４号）の一部を次のように改正し、平成２１年４月１日から施行する。

平成２１年３月２４日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

口頭による開示請求をすることが

できる個人情報の内容

口頭による

開示請求を

することが

できる期間

口頭による

開示請求を

することが

できる場所

口頭による開示請求をすることが

できる個人情報の内容

口頭による

開示請求を

することが

できる期間

口頭による

開示請求を

することが

できる場所

試験の名称 開示する内容 試験の名称 開示する内容

職員採用候

補者（初級）

試験

第１次試験不合格者

に係る試験種目別得

点、合計得点、順位

及び一定の基準に達

しない試験種目名

省略 職員採用候

補者（初級）

試験

第１次試験不合格者

に係る試験種目別得

点、合計得点及び順

位

省略

第２次試験受験者に

係る第１次試験の試

験種目別得点、合計

得点及び順位並びに

第２次試験の試験種

目別得点、総合得

点、総合順位並びに

一定の基準に達しな

い試験種目名及び検

査種目名

省略 第２次試験受験者に

係る第１次試験の試

験種目別得点、合計

得点及び順位並びに

第２次試験の試験種

目別得点、総合得

点及び総合順位

省略

職員採用候

補者（上級）

試験

第１次試験不合格者

に係る試験種目別得

点、合計得点、順位

省略 職員採用候

補者（上級）

試験

第１次試験不合格者

に係る試験種目別得

点、合計得点及び順

省略
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及び一定の基準に達

しない試験種目名

位

第２次試験受験者に

係る第１次試験の試

験種目別得点、合計

得点及び順位並びに

第２次試験の試験種

目別得点、総合得

点、総合順位並びに

一定の基準に達しな

い試験種目名及び検

査種目名

省略 第２次試験受験者に

係る第１次試験の試

験種目別得点、合計

得点及び順位並びに

第２次試験の試験種

目別得点、総合得

点及び総合順位

省略

少年補導職

員採用候補

者試験

第１次試験不合格者

に係る得点、順位並

びに一定の基準に達

しない試験種目名及

び検査種目名

省略 少年補導職

員採用候補

者試験

第１次試験不合格者

に係る得点及び順位

省略

第２次試験受験者に

係る第１次試験の得

点及び順位並びに第

２次試験の試験種目

別得点、総合得点、

総合順位並びに一定

の基準に達しない試

験種目名及び検査種

目名

省略 第２次試験受験者に

係る第１次試験の得

点及び順位並びに第

２次試験の試験種目

別得点、総合得点及

び総合順位

省略

職員採用候

補者（資格

免許職）試

験

第１次試験不合格者

に係る試験種目別得

点、合計得点、順位

及び一定の基準に達

しない試験種目名

省略 職員採用候

補者（資格

免許職）試

験

第１次試験不合格者

に係る試験種目別得

点、合計得点及び順

位

省略

第２次試験受験者に

係る第１次試験の試

験種目別得点、合計

得点及び順位並びに

第２次試験の試験種

目別得点、総合得

点、総合順位並びに

一定の基準に達しな

い試験種目名及び検

査種目名

省略 第２次試験受験者に

係る第１次試験の試

験種目別得点、合計

得点及び順位並びに

第２次試験の試験種

目別得点、総合得

点及び総合順位

省略

警察官（高

校卒程度）

採用候補者

試験

第１次試験不合格者

に係る得点、順位並

びに一定の基準に達

しない試験種目名及

び検査種目名（愛媛

県警察官を志望した

者に限る。）

省略 警察官（高

校卒程度）

採用候補者

試験

第１次試験不合格者

に係る得点及び順位

（愛媛

県警察官を志望した

者に限る。）

省略

第２次試験受験者に

係る第１次試験の得

点及び順位並びに第

省略 第２次試験受験者に

係る第１次試験の得

点及び順位並びに第

省略
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２次試験の試験種目

別得点、総合得点、

総合順位並びに一定

の基準に達しない試

験種目名及び検査種

目名（愛媛県警察官

を志望した者に限

る。）

２次試験の試験種目

別得点、総合得点及

び総合順位

（愛媛県警察官

を志望した者に限

る。）

警察官（大

学卒）採用

候補者試験

第１次試験不合格者

に係る得点、順位並

びに一定の基準に達

しない試験種目名及

び検査種目名（愛媛

県警察官を志望した

者に限る。）

省略 警察官（大

学卒）採用

候補者試験

第１次試験不合格者

に係る得点及び順位

（愛媛

県警察官を志望した

者に限る。）

省略

第２次試験受験者に

係る第１次試験の得

点及び順位並びに第

２次試験の試験種目

別得点、総合得点、

総合順位並びに一定

の基準に達しない試

験種目名及び検査種

目名（愛媛県警察官

を志望した者に限

る。）

省略 第２次試験受験者に

係る第１次試験の得

点及び順位並びに第

２次試験の試験種目

別得点、総合得点及

び総合順位

（愛媛県警察官

を志望した者に限

る。）

省略
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